
伊方町農林漁業振興事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、農林漁業者が行う機械及び施設の整備事業（以下「事業」

という。）に要する経費に対し補助金を交付することにより、町内の農林水産

業の振興及び農林漁業者の生産性向上並びに所得増大に資することを目的と

する。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者

とする。 

(１) 町内に住所を有し、農林漁業を営む者 

(２) 町税等の完納者 

（補助対象事業及び補助率） 

第３条 補助対象事業及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、農林

漁業振興事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、町長

に提出しなければならない。ただし、事業完了後においても、農林漁業振興

事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第２号）を提出することができる。 

 （審査会） 

第５条 前条の規定による交付申請の適正について審査するため、伊方町農林

漁業振興事業補助金審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は会長及び委員をもって組織する。 

３ 会長は、副町長をもって充て、委員は、愛媛県、西宇和農業協同組合、八幡

浜漁業協同組合及び三崎漁業協同組合を代表する者をもって充てる。 

４ 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

５ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があ

らかじめ指定した者が、その職務を代理する。 

６ 会長は、必要があると認めるときは、申請者を審査会に出席させ、意見を聴

取することができる。 

７ 審査会の結果については、直ちに町長に報告するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、第４条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査会に諮

り、補助金の交付が適当と認めた場合は、予算の範囲内で補助金の交付を決

定し、申請者に通知するものとする。なお、補助金の交付が適当でないと認

めた場合は、補助金の不交付を決定し、申請者へ通知するものとする。 

（補助事業の変更承認申請） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」

という。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）に

ついて、次に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ農林漁業振興事業

変更承認申請書（様式第３号）に関係書類及び変更の理由を記載した書面を添



付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 (１) 補助金額の変更 

 (２) 補助事業の内容の変更 

（補助事業の中止及び廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あら

かじめ農林漁業振興事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を町長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業の完了した日から 30 日以内又は第６条の規定

による補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日ま

でに、農林漁業振興事業実績報告書（様式第５号）に町長が必要と認める書類

を添えて町長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第 10 条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必

要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を

補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第 11 条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、農林

漁業振興事業補助金請求書（様式第６号）を、町長に提出しなければならな

い。 

（補助金の返還等） 

第 12 条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若し

くは一部の返還を命ずることができる。 

(１) 補助金を当該補助金交付の目的以外の用途に使用したとき。 

(２) 補助金交付決定の内容等に違反したとき。 

(３) その他この告示の規定に違反したとき。 

（財産の管理及び処分） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以

下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良

な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従ってその効果的な運

用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について財産管理台帳（様式第７号）を備え管理

しなければならない。 

３ 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省

令第 15 号）に定められている耐用年数期間内において、取得財産等のうち、

その取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上のものを処分しようとする

ときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において、

町長は、補助事業者に対し、当該承認に係る資産処分等により収入があった

ときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。 

 



 （関係書類の保管） 

第 14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、

補助事業終了の年度の翌年度から起算して、５年間保管しなければならない。 

２ 町長は、必要に応じ補助事業者に対し、事業の成果、経理状況等について説

明を求め、又は検査を行うことができる。 

（その他） 

第 15 条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別

に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年５月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

（失効） 

２ この告示は、令和５年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、第 12 条か

ら第 14 条までの規定は、同日後においても、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

補助対象経費 区分 補助率 
補助限度

額 

農林漁業者の経

営（第１次産業に

当たる部分に限

る。）に係る農林

漁業用機械若し

くは設備の導入

又は更新に要す

る経費 

農業者 認定農業者（農業経営基盤促進法

（昭和 55 年法律第 65 号）第 12 条

第１項の規定による認定を受けた

者をいう。） １／２以内 

その他の農業者 １／３以内 

１ 経 営 体

に つ き

500,000 円 

漁業者 漁業協同組合の正組合員 １／２

以内 

漁業協同組合の准組合員 １／３

以内 

林業者 主に林業経営により生計を営む者

１／２以内 

その他の林業者 １／３以内 

備考 

１ 補助対象経費は事業費から消費税及び地方消費税を除いた額とする。 

 ２ 補助金額は補助対象経費から 100,000 円を差し引いた額に補助率を乗じ

て算定する。ただし、補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てた額とする。 

３ １経営体につき、年度内に１物件を対象とする。 

 ４ 国、県等の補助事業により実施可能なものは補助対象外とする。 

５ 自動車、パソコン等生産活動の用途以外に容易に供されるような汎用性

の高い物品は補助対象としない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


